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衆
議
院
議
員
田
嶋
要
君
提
出
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
五
九
号
）
の
一
に
つ
い
て
に
お
い
て
は
、
「
内
閣

府
の
設
置
以
降
、
御
指
摘
の
総
計
百
七
十
四
回
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
同
様
に
、
国
民
と
の
対
話
を
目
的
と
し
て
、
閣

僚
が
出
席
し
た
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
称
す
る
も
の
」
を
「
そ
の
他
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
先

の
答
弁
書
の
二
に
つ
い
て
の
「
意
見
交
換
会
等
」
に
つ
い
て
は
、
閣
僚
は
出
席
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
と
称
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
先
の
答
弁
書
の
二
に
つ
い
て
に
お
い
て
、
「
そ
の
他
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
一
例
で
は

な
い
」
と
お
答
え
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
意
見
交
換
会
等
」
に
つ
い
て
は
、
食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
三
条
の
規
定

に
基
づ
く
措
置
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

本
年
十
二
月
十
三
日
に
公
表
さ
れ
た
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
調
査
委
員
会
調
査
報
告
書
を
各
省
庁
に
送
付
し
て
お
り
、
担

一



当
省
庁
に
お
い
て
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
、
見
直
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
見
直
す
な
ど
、
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

二


